
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紀北町空家等対策計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成31年3月 
 

 

 

紀  北  町 
 



 

 



目 次 
 

Ⅰ．計画の概要 ........................................................................... 1 

１．計画の背景と目的 ................................................................... 1 

２．計画の対象 ......................................................................... 1 

３．計画の位置づけ ..................................................................... 2 

４．計画の期間 ......................................................................... 3 

Ⅱ．空家等の現状と課題 ................................................................... 4 

１．紀北町の住宅事情 ................................................................... 4 

(1) 人口・世帯の状況 ................................................................. 4 

(2) 空き家率の推移及び空き家の種類別の状況 ............................................ 5 

(3) 建築時期別住宅数 ................................................................. 7 

２．空家等調査結果 ..................................................................... 8 

(1) 空家等外観調査 ................................................................... 8 

(2) 空家等の所有者アンケート調査 .................................................... 14 

３．空家等の課題の整理 ................................................................ 25 

(1) 各調査結果をふまえた課題の抽出 .................................................. 25 

(2) 上位関連計画の考え方 ............................................................ 27 

(3) 庁内各課の空家等対策の課題と今後の取り組み方向 ................................... 28 

Ⅲ．目標と基本方針 ...................................................................... 29 

１．計画の目標 ........................................................................ 29 

(1) 空家等発生の未然防止 ............................................................ 29 

(2) 利活用と除却促進 ................................................................ 29 

(3) 管理不全空家等の解消 ............................................................ 29 

２．計画の基本方針 .................................................................... 30 

(1) 空家等の発生抑制と適正管理 ...................................................... 30 

(2) 空家等の利活用促進 .............................................................. 30 

(3) 管理不全空家等の解消の促進 ...................................................... 30 

Ⅳ．施策の展開 .......................................................................... 31 

１．空家等の発生抑制と適正管理 ........................................................ 31 

(1) 空家等の発生抑制 ................................................................ 31 

(2) 空家等の適正管理 ................................................................ 31 

２．空家等の利活用促進 ................................................................ 32 

３．管理不全空家等の解消の促進 ........................................................ 34 

(1) 管理不全空家等に対する基本的な姿勢 ............................................... 34 

(2) 管理不全空家等への措置 .......................................................... 34 

Ⅴ．計画の推進体制 ...................................................................... 36 

１．推進体制の整備 .................................................................... 36 

２．主体別の役割 ...................................................................... 37 

(1) 所有者等の役割 .................................................................. 37 

(2) 地域の役割 ...................................................................... 37 

(3) 事業者等の役割 .................................................................. 37 

(4) 町の役割 ........................................................................ 37 

(5) 県・国の役割 .................................................................... 37 

参考資料 ................................................................................ 38 

□紀北町空家等対策協議会設置要綱 .................................................... 38 

□紀北町空家等対策協議会委員名簿 .................................................... 39 

□空家等対策の推進に関する特別措置法 ................................................ 40 



 

 

 



1 

Ⅰ．計画の概要 

 

１．計画の背景と目的 

近年の人口減少や既存建築物の老朽化、社会的ニーズの変化等に伴って増加しつつある

空家等により、地域の生活環境に深刻な影響を及ぼすことが懸念されています。こうした

背景のもと、平成26年11月27日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」（以下「空家

等特措法」という。）が公布、平成27年５月26日に施行され、空家等の利活用に関する事

項についても定められ、管理不全空家等への対応と併せて、総合的かつ計画的な対策の推

進が求められています。 

このような中、本町においては平成28年度に空家等の外観調査や所有者意識調査を含め

た実態調査を実施し、空家等の基礎的調査を終えるとともに、平成29年度には紀北町空家

等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置しました。 

本計画は、これらをふまえ、空家等の利活用促進、適正管理及び管理不全空家等に対す

る取り組み強化の契機となるよう、空家等特措法に基づく紀北町空家等対策計画(以下「空

家等対策計画」という。)を策定することを目的としています。 

 

２．計画の対象 

本町全域に空家等が存在することから、本計画の対象地域は本町全域とします。 

また、本計画の対象とする空家等は、使用の実態のない空家等特措法第２条第１項に定

める建築物（国または地方公共団体が所有し、または管理するものを除く）とします。 

 

注１：「空家等」の定義は、空家等特措法第２条第１項で『この法律において「空家等」とは、建築物またはこれに

附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他

の土地に定着する物を含む。）をいう。ただし、国または地方公共団体が所有し、または管理するものを除

く。』とされています。 

注２：「特定空家等」の定義は、空家等特措法第２条第２項で『この法律において「特定空家等」とは、そのまま放

置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態または著しく衛生上有害となるおそれのある状態、

適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るた

めに放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。』とされています。 

注３：「あきや」の表示については、空家等特措法（「空家等」）と住宅・土地統計調査等（「空き家」）で異なり

ますが、本計画では引用文を除き便宜的に「空家等」で統一します。 

なお、住宅・土地統計調査における「空き家」は、「二次的住宅」「賃貸用の住宅」「売却用の住宅」及び「そ

の他の住宅」を対象としています。 
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３．計画の位置づけ 

本計画は、空家等特措法第６条の規定及び国の「空家等に関する施策を総合的かつ計画

的に実施するための基本的な指針」に基づくとともに、平成29年８月に発足した協議会で

の協議をふまえ作成されたものです。 

本計画は、庁内関係課だけでなく、地域住民や不動産、法務、建築等の住まいやまちづ

くりを担う各主体が連携及び協働して取り組む総合的な空家等対策の方向性を提示するも

のです。 

また、紀北町第２次総合計画に示す「まちの将来像」の実現に向けて、まちづくりに関

する各種計画と整合を図り、本計画を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空家等特措法 紀北町第２次総合計画 

空家等に関
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 紀北町人口ビジョン 

紀北町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

各種計画 

・紀北町過疎地域自立促進計画 

・新町建設計画 

等 
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４．計画の期間 

本計画の期間は、2019年度を初年度とする2023年度までの５年間とします。 

なお、社会・経済状況の変化や国・県の動向及び本町の上位・関連計画等の進捗をふま

え、必要に応じて見直しを行うものとします。 

 

 

図 本計画の期間 

 2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2022 

年度 

2023 

年度 

2024 

年度～ 

紀北町第２次総合計画 

 

     

紀北町まち・ひと・しご

と創生総合戦略 
      

紀北町空家等対策計画       

注：2019年度以降は、元号不明のため西暦表記にします。 

 

前期基本計画 
（2017～2021年度） 

次期 

後期基本計画 
(2022～2026年度) 
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Ⅱ．空家等の現状と課題 

 

１．紀北町の住宅事情 

(1) 人口・世帯の状況 

国勢調査による本町の人口は年々減少し、平成27年には16,338人となっています。 

年齢別構成では、15歳未満と15歳～64歳の人口は減少し、65歳以上人口が増加する少

子高齢化傾向がみられます。 

世帯数は、平成12年調査の8,373世帯まで増加傾向にあるものの、平成27年で7,269世

帯と減少傾向がみられます。 

 

表 紀北町の年齢３区分人口・総人口・世帯数・平均世帯人数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 紀北町の年齢３区分人口・世帯数・平均世帯人数の推移 
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(単位：人/世帯)(単位：人、世帯)

（単位：人、世帯） 

  
昭和 

60年 

平成 

２年 

平成 

７年 

平成 

12年 

平成 

17年 

平成 

22年 

平成 

27年 

15歳未満 4,914 3,949 3,225 2,786 2,349 1,984 1,512 

15～64歳 16,000 14,977 13,766 12,463 11,058 9,779 7,888 

65歳以上 4,237 4,737 5,487 6,113 6,556 6,781 6,899 

総 人 口 25,151 23,663 22,478 21,362 19,963 18,611 16,338 

世 帯 数 8,088 8,203 8,308 8,373 8,205 8,088 7,269 

平均世帯人数 3.11 2.88 2.71 2.55 2.43 2.30 2.25 

資料：「国勢調査」(昭和60年～平成27年) 

注：総人口は年齢不詳を含みます。 

 

資料：「国勢調査」(昭和60年～平成27年) 
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(2) 空き家率の推移及び空き家の種類別の状況 

住宅・土地統計調査によれば、本町の平成25年の総住宅数は9,490戸、空き家数は1,810

戸となっています。空き家率については、平成20年の22.2％と比べ、平成25年では19.1％

と低くなっています。平成25年の全国の空き家率（13.5％）及び三重県の空き家率

（15.5％）と比較してみると、本町の空き家率（19.1％）の方が高くなっています。 

また、本町の空き家の種類別の状況は、平成20年と平成25年を比較すると「二次的住

宅」「賃貸用の住宅」が増加しており、本計画の対象とする「その他の住宅」の空き家の

絶対数は減少しています（次頁参照）。 

 

表 総住宅数、空き家数及び空き家率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 紀北町の総住宅数、空き家数及び空き家率の推移 
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2,200 1,810

22.2%

19.1%

15.0%
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平成20年 平成25年

総住宅数 空き家数 空き家率

(単位：戸)

（単位：戸） 

 

平成20年 平成25年 

紀北町 三重県 全 国 紀北町 三重県 全 国 

総住宅数 9,910 791,000 57,586,000 9,490 831,200 60,628,600 

空き家数 2,200 104,600 7,567,900 1,810 128,500 8,195,600 

空き家率 22.2% 13.2％ 13.1％ 19.1% 15.5％ 13.5％ 

資料：「平成20・25年住宅・土地統計調査結果」（総務省統計局） 
 

資料：「平成20・25年住宅・土地統計調査結果」（総務省統計局） 
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図 空き家の種類別割合の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 住宅・土地統計調査における空き家の種類 

種類 内 容 

二次的住宅 

週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用される住宅で、普

段は人が住んでいない住宅や、普段住んでいる住宅とは別に、残業で

遅くなった時に寝泊まりするなど、たまに寝泊まりしている人がいる

住宅 

賃貸用の住宅 
新築・中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅 

（注：共同住宅等の空き家について、１室を１戸としてカウント。） 

売却用の住宅 新築・中古を問わず、売却のために空き家になっている住宅 

その他の住宅 

上記以外の人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・入院などのため

居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊

すことになっている住宅など 

（注：空き家の区分の判断が困難な住宅を含みます。） 
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1,330戸

69,000戸
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その他の住宅 売却用の住宅 賃貸用の住宅 二次的住宅

資料：「平成20・25年住宅・土地統計調査結果」（総務省統計局） 
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(3) 建築時期別住宅数 

本町の建築時期別住宅数については、建築基準法の改正により新耐震基準が導入さ

れた昭和56年６月以前となる昭和55年までに建築された住宅が55.3％（4,150戸）を占

めています。 

 

図 紀北町の建築時期別住宅数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「平成25年住宅・土地統計調査結果」（総務省統計局） 
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２．空家等調査結果 

(1) 空家等外観調査 

① 調査の概要 

当町において、適正に管理されていない空家等が増加することが予想される事から、

“「空家等」と推定される建築物”を把握し、総合的な空家等対策を企画するための基

礎的な資料とするため、現地調査を実施しました。 

 

ｱ. 調査期間 

平成28年９月５日から平成28年10月31日 

 

ｲ. 調査内容 

○ 現地調査票の作成 

調査対象建築物の「空家等か否かの別」「利活用の可能性」「特定空家等に該当

する可能性の有無」を判断するための調査項目を決定し、現地調査において各調

査項目の内容を記載するための現地調査票を作成しました。 

 

○ 現地調査の実施 

公道からの外観目視により、「空家等と思われる物件」について現地調査票の調

査項目ごとの状況の記入、物件の近景・遠景の写真撮影等を行いました。 

 

○ 調査結果情報のデータ化及び入力 

現地調査の結果、空家等と推定された建築物について、現地調査票の調査項目

ごとの状況を電子データとして入力しました。 

 

ｳ. 調査対象 

○ 調査範囲 

紀北町全域 

 

○ 調査対象建築物 

専用住宅、店舗併用住宅、店舗、その他（共同住宅、倉庫、納屋、工場等） 
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② 紀北町の空家等の実態 

781件の空家等について、大字別に建築物数を集計し、世帯数ベースでみた空家等率

（近似値【※】）を算定しました。 

※大字別の建築物数に関する統計資料がないため、世帯数を代替値として用いまし

た。 

 

表 紀北町の空家等の実態 

大字名 空家等数 世帯数 空家等率 

三 浦  19   312  6.09％ 

道 瀬   8    77 10.39％ 

海 野  19   138 13.77％ 

古 里   9   122  7.38％ 

長 島 227 1,533 14.81％ 

東長島 157 1,538 10.21％ 

島 原  41   405 10.12％ 

大 原   2    36  5.56％ 

十 須  28    87 32.18％ 

紀伊長島地区 510 4,248 12.01％ 

馬 瀬  13   121 10.74％ 

河 内   3    65  4.62％ 

上 里  17   356  4.78％ 

中 里   6   173  3.47％ 

船 津  20   299  6.69％ 

相 賀  61 1,208  5.05％ 

便ノ山   6   184  3.26％ 

小山浦   7   165  4.24％ 

小 浦   0    26  0.00％ 

引本浦  34   576  5.90％ 

矢口浦  33   284 11.62％ 

白 浦  16   123 13.01％ 

島勝浦  55   260 21.15％ 

海山地区 271 3,840  7.06％ 

合 計 781 8,088  9.66％ 

※世帯数の出典：総務省統計局「平成22年 国勢調査」 
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   図 大字別の空家等数 
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③ 空家等棟数と不良度判定 

ｱ. 不良度判定基準 

現地調査では、空家等と推定された建築物のうち、公道から建築物の状態を詳細

に把握することが困難であった建築物（Ｅランクとする）を除き、その物的状況を

建築物部位別に把握します。ここでは、同調査結果を用いて、空家等と推定された

建築物を、その不良度の観点からＡ～Ｄランクに分類しています。 

 

 表 不良度判定基準 
評定区分 評定項目  評定内容  評点 

敷 地 

①門・塀の状況 

１．あり１．正常  0 
１．あり２．損傷あり 20 
１．あり３．倒壊  倒壊の恐れあり 30 
２．なし 0 
３．確認不可  0 

②擁壁の状況 

１．あり１．正常  0 
１．あり２．損傷あり 70 
１．あり３．倒壊  倒壊の恐れあり 100 
２．なし 0 
３．確認不可  0 

建 物 

①屋根材の状況 

１．正常  0 
２．一部破損  20 
３．陥没あり 100 
４．確認不可  0 

②外壁材の状況 

１．正常  0 
２．一部破損  20 
３．腐敗または剥離あり 50 
４．確認不可  0 

③建物の傾き 

１．正常  0 
２．一部に傾きあり 100 
３．全体的に傾きあり 100 
４．確認不可  0 

④樋（とい）の状況 

１．あり１．正常  0 
１．あり２．一部破損  10 
１．あり３．大部分が破損  20 
２．なし 0 
３．確認不可  0 

⑤窓ガラスの状況 

１．あり１．正常  0 
１．あり２．一部破損  10 
１．あり３．大部分が破損  50 
２．なし 0 
３．確認不可  0 

その他 
破損箇所 

① 雨戸  雨戸 10 
② カーポート カーポート 20 
③ ベランダ ベランダ 30 
④ 屋外階段  屋外階段 30 
⑤ 看板  看板 5 
⑥ 物置  物置 5 
⑦ アンテナ アンテナ 5 

⑧ その他 

外構等 10 
戸・扉等 10 
軒・庇 20 
その他建物設備 20 

 

 

 

ランク 点数 判定内容 
 

D 

 

100点以上  
主体構造部に著しい損傷があるか、複数箇所に著しい損傷がみら
れ、 大規模な修繕や除却等が必要  

 

C 

 

50～99点 
主体構造部以外に著しい損傷があるか、複数箇所に損傷がみら
れ、中～大規模な修繕が必要 

 

B 

 

1～49点 
一部に損傷等がみられ、小規模な修繕が必要 

 

A 

 

0点 
損傷等もなく、管理に特段の問題がない 

合計点を算出 
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ｲ. 不良度ランク別 空家等棟数 

町全体で見ると、全体の42.1％は物的損傷等がなく、建築物の管理に問題のない

[Ａランク]の空家等と判定されました。一方、中～大規模な修繕や解体が必要と考

えられる[Ｃランク][Ｄランク]の空家等は、合わせて20％程度でありますが、棟数

は160棟を超え、町の規模（世帯数：約8,000）を考慮すると、決して少なくない棟

数であると言えます。 

【不良度ランク別空家等割合（町全体）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、不良度ランク別の空家等割合を地区別に見ると、以下のような状況となっ

ています。 

【不良度ランク別空家等割合（地区別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区別の不良度ランク別の空家等の割合については、空家等率の低い海山地区

（7.06％）よりも、空家等率の高い紀伊長島地区（12.01％）の方が[Ａランク]の割

合が高く[Ｃランク][Ｄランク]の割合が低い結果となっていることから、空家等率

と不良度ランクは必ずしも比例関係にはない状況です。 

225

93

176

98

69

50

26

19

紀伊長島地区

海山地区

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ａランク Ｂランク Ｃランク Ｄランク

318

42.1%

274

36.2%

119

15.7%

45

6.0%

Ａランク

Ｂランク

Ｃランク

Ｄランク

※グラフ中の数字は、上段が棟数(単位：棟)、下段が棟数の割合。 
※紀北町全体の不良判定棟数(Ｅランクを除く)：756棟 

※グラフ中の数字は、棟数(単位：棟)。 

Ａ～Ｄ計 
：496棟 

Ａ～Ｄ計 
：260棟 
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  表 地区別空家等不良度判定一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：棟) 

A B C D E

◎不良度判定ランク別評定内容

ランク

Aランク

Bランク

Cランク

Dランク

Eランク

 損傷等もなく、管理に特段の問題がない

 一部に損傷等がみられ、小規模な修繕が必要

 主体構造部以外に著しい損傷があるか、複数個所に損傷がみられ、中～大規模な
 修繕が必要

 主体構造部以外に著しい損傷があるか、複数個所に損傷がみられ、大規模な修繕
 や除去等が必要

不　　良　　度　　の　　評　　定　　内　　容

 確認不能

11 271

紀北町全体 781 318 274 119 45 25 781

海山地区 271 93 98 50 19

0 16

島勝浦 55 22 14 17 0 2 55

白 浦 16 3 4 8 1

2 34

矢口浦 33 11 10 5 5 2 33

引本浦 34 17 8 3 4

0 7

小 浦 0 0 0 0 0 0 0

小山浦 7 3 2 2 0

1 61

便ノ山 6 0 5 1 0 0 6

相 賀 61 17 33 5 5

0 6

船 津 20 7 8 2 2 1 20

中 里 6 1 3 1 1

1 3

上 里 17 9 6 1 0 1 17

河 内 3 1 0 1 0

14 510

馬 瀬 13 2 5 4 1 1 13

紀伊長島地区 510 225 176 69 26

0 2

十 須 28 4 10 2 7 5 28

大 原 2 1 1 0 0

4 157

島 原 41 16 17 6 2 0 41

東長島 157 55 83 12 3

0 9

長 島 227 123 50 39 11 4 227

古 里 9 5 1 2 1

道 瀬 8 4 1 1 1 1 8

海 野 19 9 5 4 1 0 19

大字名 空家等数
不良度判定ランク及び棟数 不良判定

棟数計

三 浦 19 8 8 3 0 0 19
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(2) 空家等の所有者アンケート調査 

① アンケートの概要 

ｱ. 調査の目的 

本町にある空家等の所有者に利用意向の確認を行い、空き家バンクの利活用を促

進することにより、本町の定住化を加速することを目的とします。 

また、適正に管理されていない空家等が増加することにより、住環境が悪化する

ことが予想されることから、住環境の向上を図るための総合的な空家等対策を企画

するための基礎的な資料とします。 

 

ｲ. アンケートの実施状況 

○ 所有者特定 

現地調査において「空家等」と推定された建築物781件について、紀北町におい

て課税台帳を使用して所有者特定を実施しました。 

その結果、781件のうち618件について所有者を特定し、住所情報が不明確なも

の、所有者が自治体であったもの等を除く461件をアンケート送付対象としました。 

 

○ アンケート調査票等の送付 

下記のとおり調査票等を送付し、アンケート調査を実施しました。 

 

発 送 日 平成28年12月15日 

回答期限日 平成29年１月13日 

調査方法 郵送によりアンケート調査票を送付・回収しました。 

 

○ アンケート調査票の回収 

アンケート調査票の回収率は次のとおりです。 

 

発 送 426（461－35）件 

回 収 218件 

回 収 率 51.2％ 

注：35件（宛先不明分） 
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② アンケート結果（抜粋） 

 

ｱ. 建築物についてお聞きします。（選択肢から一つだけご回答ください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※グラフ中の数字は、上段が回答者数(単位：名)、下段が回答者数の割合。 

※回答対象者数：218名 

なお、本問は複数回答を想定していませんが、一部、複数の回答を選択した回答

者が見られました。ここでは、それらを含めた合計件数、およびその比率を示し

ています。 

 

本問は、建築物所有者の確認を目的とした設問ですが、「自身が所有している（自

身を含む複数人の共有の場合を含む）」（180名、81.8％）との回答が最多でした。 

180

81.8%

22

10.0%

1

0.5%

7

3.2%

10

4.5%
自身が所有している（自

身を含む複数人の共有の

場合を含む）

関係者（家族・親類等）

が所有している

最近、譲渡・売却した

こころあたりがない

無回答

(180名)

(22名)

(１名)

(７名)

(10名)
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ｲ.  ｱで「１ 自身が所有している」と答えられた方へ 

 あなたの年齢をご回答ください 

 また、本アンケートの送付先と現住所が異なる場合には、現住所をご回答くださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※グラフ中の数字は、上段が回答者数(単位：名)、下段が回答者数の割合。 

※回答対象者数：180名 

 

本問は、ｱにおいて「１ 自身が所有している（自身を含む複数人の共有の場合を

含む）」を選択した回答者の年齢層・現住所を問う設問です。年齢層については、「60

歳～74歳」（82名、45.6％）との回答が最多でした。「75歳以上」（61名、33.9％）と

の回答がこれに続き、約８割が60歳以上となっています。アンケート送付先と現住

所が異なる所有者は28名でした。 

0

0.0%
4

2.2%

30

16.7%

82

45.6%

61

33.9%

3

1.7% 29歳以下

30歳～44歳

45歳～59歳

60歳～74歳

75歳以上

無回答

(０名)

(４名)

(30名)

(82名)

(61名)

(３名)
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ｳ. 対象建築物の使用状況についてご回答ください（選択肢から一つだけご回答くだ

さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※グラフ中の数字は、上段が回答者数(単位：名)、下段が回答者数の割合。 

※回答対象者数：210名 

なお、本問は複数回答を想定していませんが、一部、複数の回答を選択した回答

者が見られました。ここでは、それらを含めた合計件数、およびその比率を示し

ています。 

 

本問は、建築物の使用状況を問う設問ですが、「使用していない（空家等である）」

（98名、45.6％）との回答が最多でした。これに「物置等として使用している」（31

名、14.4％）、が続いていますが、現地調査において空家等と推定された建築物につ

いては、継続的に居住等に使用されていないものが大半であることが確認されまし

た。 

2

0.9%

28

13.0%

23

10.7%

7

3.3%31

14.4%

98

45.6%

5

2.3% 21

9.8%

取り壊し済みである（または近日中に取り壊すことが決定している）

人が居住している

別荘・セカンドハウス等として使用している

事業用に使用している（店舗・事務所・工場・作業場・業務用倉庫等）

物置等として使用している

使用していない（空家等である）

その他

無回答

(２名)
(28名)

(23名)
(７名)

(31名)

(98名)
(５名)

(21名)
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ｴ. 現在の状況に至った経緯をご回答ください（複数選択可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※回答対象者数：151名 

 

本問は、建築物の状態が現状に至った経緯を問う設問ですが、「相続したが、他に

自分の家がある」（68名）との回答が最多で、子世代が別居した後、親世代が高齢化

（あるいは死亡）したために空家等となった建築物が多い様子がうかがわれます。 

68

3

7

25

4

7

17

23

11

0 20 40 60 80

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(単位：名)

相続したが、他に自分の

家がある

住宅を買い換えたが、ま

だ売却が済んでいない

別荘として購入したが、

利用していない

賃借人が退去し、そのま

まになっている

転勤等により長期不在と

なっている

施設入居または入院した

親族と同居するために転

居した

その他

無回答
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ｵ. 建築物の管理状態をご回答ください（複数選択可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※回答対象者数：151名 

 

本問は、建築物の管理状況を問う設問ですが、「年数回、自ら訪問して管理してい

る」（42名）との回答が最多でしたが、「特に何もしていない」（41名）もほぼ同数で

した。 

21

42

22

5

0

41

9

26

0 10 20 30 40 50

1

2

3

4

5

6

7

8

(単位：名)

ほぼ毎月、自ら訪問して管理している

年数回、自ら訪問して管理している

親族に管理を依頼している

近隣住民に管理を依頼している

不動産業者等に管理を依頼している

特に何もしていない

その他

無回答
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ｶ.  ｵで「６ 特に何もしていない」と回答した方へ 

理由をご回答ください（複数選択可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※回答対象者数：41名 

 

本問は、ｵにおいて「６ 特に何もしていない」を選択した回答者に対し、その理

由を問う設問ですが、「居住等に使う予定がないため、手間や費用をかけるメリット

を感じない」（26名）との回答が最多でした。 

0

1

26

15

7

1

0 10 20 30

1

2

3

4

5

6

(単位：名)

自身又は関係者が所有していること

を知らなかった

管理することが面倒

居住等に使う予定がないため、手間

や費用をかけるメリットを感じない

どうしたら良いのかわからない

その他

無回答
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ｷ. 売却又は賃貸の意向の有無についてご回答ください（選択肢から一つだけご回答

ください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※グラフ中の数字は、上段が回答者数(単位：名)、下段が回答者数の割合。 

※回答対象者数：151名 

なお、本問は複数回答を想定していませんが、一部、複数の回答を選択した回答

者が見られました。ここでは、それらを含めた合計件数、およびその比率を示し

ています。 

 

本問は、建築物の今後の活用等の方針を問う設問ですが、「売却ならしたい」(47

名、30.7％)、「売却も賃貸もしたくない」（49名、32.0％）との回答が多く、無回答

（24名、15.7％）も少ないとは言えず、空家等の活用に対する関心はそれほど高い

とは言えない状況です。 

22

14.4%

47

30.7%

11

7.2%

49

32.0%

24

15.7%

売却又は賃貸したい

売却ならしたい

賃貸ならしたい

売却も賃貸もしたくない

無回答

(22名)

(47名)

(11名)

(49名)

(24名)
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ｸ.  ｷで「４ 売却も賃貸もしたくない」と回答した方へ 

 その理由をご回答ください（複数選択可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※回答対象者数：49名 

 

本問は、ｷで「売却も賃貸もしたくない」とした回答者に対して、その理由を問う

設問ですが、「思い入れのある家である（又は仏壇等遺留品が残っているから）」（19

名）との回答が最多でした。これに「将来使用する予定がある」（15名）が続き、経

済的理由よりも、個人的感情により売却・賃貸を躊躇しているケースが多いようで

す。 

15

19

2

5

4

9

9

4

0 5 10 15 20

1

2

3

4

5

6

7

8

(単位：名)

将来使用する予定がある

思い入れのある家である（又は仏

壇等遺留品が残っているから）

手続き等が面倒である

希望価格で売却又は賃貸できると

思わない

（賃貸の場合）一度貸すといつ返

ってくるかわからない

（賃貸の場合）多額のリフォーム

費用がかかる

その他

無回答
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ｹ. 町の空き家バンク制度を知っていますか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※グラフ中の数字は、上段が回答者数(単位：名)、下段が回答者数の割合。 

※回答対象者数：151名 

なお、本問は複数回答を想定していませんが、一部、複数の回答を選択した回答

者が見られました。ここでは、それらを含めた合計件数、およびその比率を示し

ています。 

 

本問は、町の空き家バンク制度の認知度を把握する設問ですが、「聞いたことはあ

るが、くわしくは知らない」（50名、32.9％）が最多でした。空き家バンク制度を「ま

ったく知らない」や無回答を除く、他の回答の割合は６割近くあり、制度の存在そ

のものはある程度認知されているものの、内容についての理解が十分とは言い難い

状況です。 

 

12

7.9%

27

17.8%

50

32.9%

28

18.4%

35

23.0%

知っており、活用を検討している

知っているが、活用する気はない

聞いたことはあるが、くわしくは

知らない

まったく知らない

無回答

(12名)

(27名)

(50名)

(28名)

(35名)
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ｺ.  ｹで、「くわしくは知らない」又は「まったく知らない」と回答した方へ 

 今後の活用についてご回答ください（選択肢から一つだけご回答ください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※グラフ中の数字は、上段が回答者数(単位：名)、下段が回答者数の割合。 

※回答対象者数：78名 

なお、本問は複数回答を想定していませんが、一部、複数の回答を選択した回答

者が見られました。ここでは、それらを含めた合計件数、およびその比率を示し

ています。 

 

本問は、ｹにおいて「くわしく知らない」「まったく知らない」を選択した回答者

に対し、町の空き家バンク制度の活用意向を問う設問ですが、「活用を検討したい」

（37名、46.8％）との回答が最多でした。ただし、「活用する気はない」（33名、41.8％）

との回答もほぼ同数でした。 

 

37

46.8%

33

41.8%

9

11.4%

活用を検討したい

活用する気はない

無回答

(37名)

(33名)

(９名)
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３．空家等の課題の整理 

(1) 各調査結果をふまえた課題の抽出 

各調査結果を整理し、町内の空家等に関する課題を抽出しました。 

 

① 各調査結果の要約 

ｱ. 現地調査結果 

○ 空家等率は、紀伊長島地区が12.01％（空家等数：510棟）、海山地区が7.06％

（空家等数：271棟）、町内全体では9.66％（空家等数：781棟）と推計されまし

た。 

○ 中～大規模な修繕や解体が必要と考えられる空家等の棟数は160棟を超えて

いますが、町の規模（世帯数：約8,000）を考慮すると、決して少なくない棟数

であると言えます。 

○ 空家等の不良度については、海山地区よりも紀伊長島地区の方が[Ａランク]

の割合が高く[Ｃランク][Ｄランク]の割合が低くなっています。 

 

ｲ. アンケート調査結果 

○ 空家等と思われる物件の所有者の約８割が60歳以上で自身が空家等を所有し

ている方が大半となっています。(ｱ)(ｲ) 

○ 現地調査において空家等と推定された建物については、継続的に居住等に使

用されていないものが大半です。(ｳ) 

○ 子世代が別居した後、親世代が高齢化（あるいは死亡）したために空家等と

なった建物が多くなっています。(ｴ) 

○ 今後も現状が継続しそうな空家等が多いとみられます。(ｵ) 

○ 空家等の活用に対する関心はそれほど高いとは言えない状況です。(ｷ) 

○ 売却も賃貸もしたくないとする所有者は、経済的理由よりも、個人的感情に

より躊躇しているケースが多い状況です。(ｸ) 

○ 町の空き家バンク制度の存在そのものはある程度認知されているものの、内

容についての理解が十分とは言い難い状況で、空き家バンク制度について詳し

くしらない、まったく知らない所有者について、空き家バンク制度を活用した

いと活用する気はないとの回答もほぼ同数でした。(ｹ)(ｺ) 

○ 自由意見では、解体費用の助成を望む声が多くありました。 

注：文章末尾の(ｱ)(ｲ)等は、Ｐ15～24のアンケートの項目との対応を示しています。 

 

② 課題の抽出 

ｱ. 適正管理の促進に向けた課題 

中～大規模な修繕や解体が必要と考えられる空家等の棟数は決して少ないとは言

えず、適切な対策を実施しなければ、今後も状況は改善しないと考えられます。 

また、所有者が自ら建築物管理を頻繁に行っている空家等ほど、建築物の物理的

損傷度も小さい傾向が見られたため、所有者に対して適正管理の意識を涵養する働

きかけを積極化することも重要と考えられます。 
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ｲ. 利活用の促進に向けた課題 

市場での売却・賃貸の期待性が高い空家等を所有している回答者ほど、売却・賃

貸の意向が低い傾向にあります。 

このような所有者に対して、町の移住・定住促進施策や地域活性化の方針等の理

解を促進し、空き家バンクの積極的な活用を誘導する施策の検討が必要と考えられ

ます。 

また、建築基準法上の新耐震基準を満たしていない空家等も多いと考えられるこ

とから、物理的損傷度が低く、立地等が優る空家等については、耐震改修の促進に

より市場性を高めることも有効であると考えられます。 
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(2) 上位関連計画の考え方 

① 紀北町第２次総合計画 

【基本構想：2017～2026年度、前期基本計画：2017～2021年度】 

紀北町第２次総合計画においては、まちづくりの基本視点とまちの将来像を次のと

おり定められています。 

＜まちづくりの基本視点＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜まちの将来像＞ 

 

 

 

 

 

 

② 紀北町まち・ひと・しごと創生総合戦略【2015～2019年度】 

「紀北町まち・ひと・しごと創生総合戦略」においては、空家等に関連する課題や

基本目標等を次のとおり位置づけられています。 

＜課題・基本目標・施策の方向・取り組み＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視点１ 紀北町らしさを創造する、誇れるまちづくり 

 紀北町ならではの特性や地域資源を生かした、暮らしや人づくり、地域づくりを

進め、自分たちが住む町・地域に自信と愛着を持ち、多様な「紀北町らしさ」を創

造・発信し、全国に誇れるまちづくりを進めます。 

視点２ 自然、人が輝く、希望あふれるまちづくり 

 美しく豊かな自然との共生を基本に、ずっと安心して暮らせるまちづくりを進め

るとともに、誰もが健康で生きがいを持って元気になる、住んでみたい、住んでよ

かったと思える、希望あふれるまちづくりを進めます。 

視点３ 協働でつくる、自立したまちづくり 

 あらゆる分野において住民と行政がそれぞれの役割と責任を持って協働し、地方

分権・地方創生の時代に対応した自立したまちづくりを進めます。 

【基本目標】 

１ 元気な地

域づくり 

２ 住みたく

なる地域づ

くり 

３ 産み育て

たくなる地

域づくり 

４ ずっと暮

らせる地域

づくり 

 

 

【課 題】 

○人口減少・

高齢化対応 

○産業活性化 

○安心できる

くらしの確

保 

○情報発信力

の強化と魅

力向上 

〇協働と連携

の一層強化 

【空家等に関する施策と取り組み】 

【主な取り組み】 
○定住の促進 

多様な定住対策の推進／空家等対策の推

進／移住者への支援 

【施策の方向】 
町内への就業促進／地域おこし協力隊制度

による定住促進／空家等対策の推進による

住居の確保／移住希望者への情報提供・移住

相談・住宅確保までの総合的な支援体制 
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(3) 庁内各課の空家等対策の課題と今後の取り組み方向 

これまでの庁内各課の空家等対策の課題と今後の取り組み方向は、次のとおりです。 

 

表 庁内各課の空家等対策の課題と今後の取り組み方向 

所管 空家等対策の課題 今後の取り組み方向 

企画課 平成21年度の空き家バンク制度開

始後、延べ99件の登録がありました。

(平成30年８月31日現在） 

登録件数は増加傾向にあります

が、所有者不在、不明の空家等が多

く残っています。利用可能なうちに

空き家バンクに登録し、放置されな

いように対策をしていく必要があり

ます。 

町内にある所有者不在の空家等に

ついて、関係課と連携し、対応出来

る体制を整えていきます。 

また、その所有者とコンタクトを

とり、空き家バンクへの登録を促進

していきます。 

危機管理課 少子高齢化や過疎化が進む中、充

分な管理がなされないままの空家等

が増え続けており、防犯・防災上の

他、景観・環境面においても「空家

等の問題」は深刻化しています。将

来的に十分な管理をされない空家等

を増やさないための施策を考えてい

く必要があります。 

空き家バンクの登録等を進める

等、役場の関係課で連携して対応で

きる体制を検討していきます。 

また、各分野の専門家が相談員と

なる空家等無料相談会の実施を検討

していきます。 

なお、管理不全空家等に対しては、

所有者と連絡をとりながら適切な管

理を促します。 

税務課 増加の一途をたどる空家等に対す

る固定資産税について、住宅用地と

して認めた宅地については、税の軽

減措置を行っており、倒壊危険家屋

として認定された建築物に対しての

土地（宅地）は税の軽減措置を解除

しており、今後、十分な管理がされ

ない空家等を増やさないように周知

していく必要があります。 

空家等対策の関係課と連携をと

り、空家等について適切に管理され

るよう体制づくりを整えていきま

す。 
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Ⅲ．目標と基本方針 

 

１．計画の目標 

(1) 空家等発生の未然防止 

空家等対策の取り組みに関する情報を広く周知することで、適正な管理や空家等にな

る前の予防等を促進し、空家等の発生を未然に防ぎ、快適に住み続けられる居住環境を

確保します。 

 

(2) 利活用と除却促進 

地域住民の生活環境の保全とともに、空家等に新たな価値を創出し、利活用促進と除

却を促進することで、地域のにぎわいや交流づくりにつなげます。 

 

(3) 管理不全空家等の解消 

周辺に悪影響を及ぼす管理不全空家等に対しては、空家等特措法に基づく実効性のあ

る改善指導を行い、地域住民の安全で安心な暮らしを確保します。 
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２．計画の基本方針 

(1) 空家等の発生抑制と適正管理 

少子高齢化の進展に伴う人口減少による過疎化は今後も継続し、今後も空家等が増加

していくことが予想されます。このため、居住している段階から空家等にならないよう

な意識づけを行い、適切な維持管理を求めます。また、転居・転出や施設入所等の際に

は、適正管理を促す働きかけを行い、空家等の発生を抑制します。 

空家等を放置することにより周辺にもたらす問題について、町民や所有者等の理解増

進を図るため、適正管理に向けた啓発や情報提供を行い、空家等の適正管理の啓発促進

に努めます。また、空家等の適正管理の啓発促進に向け、空家等相談窓口（空き家ネッ

トワークみえ）の紹介や情報提供できる体制をつくります。 

 

(2) 空家等の利活用促進 

空家等は、放置期間が長期化するほど建築物の老朽化が進み、利活用ができない場合

や周辺住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす状態になります。 

このため、空家等のまま放置せず、賃貸や売却を促進するため、空き家バンク登録等

を促進していきます。 

 

(3) 管理不全空家等の解消の促進 

管理不全な空家等は、結果として周辺住民の生活環境に深刻な影響を及ぼします。 

このため、管理不全の空家等については、所有者等への適正管理に向けた注意喚起を

行い、必要に応じて相談・指導を行います。 

周辺への影響や危険等の切迫性が認められた場合は、特定空家等に認定し、その所有

者等に対する行政指導や行政処分も念頭に対応します。 



31 

Ⅳ．施策の展開 

 

１．空家等の発生抑制と適正管理 

(1) 空家等の発生抑制 

① 所有者等への理解や啓発の促進 

所有者等の死後、相続により取得した空家等が多くあります。そのなかには、相続

が適切に行われず、多数の相続人となり管理者意識が薄れ、放置されるケースもあり

ます。こうした状況を予防するために、所有者等が存命中に住まいを次世代へ引き継

いでいくことの必要性や意義について所有者等への働きかけを行い、所有者等への理

解や啓発を促進します。 

また、空家等に関する法律等のルールをはじめ、空家等の予防や管理に関する情報

について、広報や啓発リーフレット等により、地域住民に対し広く情報発信や意識づ

けを行います。 

○ 住宅継承に向けた啓発 

○ 啓発リーフレットの作成・配布 

○ 庁内関係課や関係団体との連携による働きかけや啓発 

○ 空き家ネットワークみえと連携した空家等相談会の開催 など 

 

② 転出者に対する空家等適正管理の周知・啓発 

転居に伴い発生した空家等が放置されたままとなると、管理不全な状態となり、い

ずれ特定空家等となります。 

そこで、転出者に対して、固定資産税納税通知書に啓発リーフレット等を同封する

など、空家等がもたらす問題についての周知に努め、また、適正管理や利活用につい

て啓発します。 

○ 啓発リーフレットの作成・配布 

○ 転出者に対する啓発 

○ 空き家バンク制度の紹介・案内 など 

 

(2) 空家等の適正管理 

① 空家等情報のデータベース化 

現在構築している空家等の個票に対して、本町に寄せられた空家等の情報をデータ

ベース化し、所管課間で所有者等の情報や対応経過などの記録を共有することで、効

果的な対応を進めていきます。 

○ 空家等のデータ管理、庁内での情報の共有 

○ 施設入所等により空家等となる情報の共有 など 

 

② 空家等の所有者等による定期的な維持管理の促進 

空家等の所有者等に対して、樹木繁茂期や台風通過後等における維持管理や風通し

の有効性等に関する注意喚起の文書を送付するなど、空家等の定期的な維持管理に関

する意識付けを行います。 
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また、老人福祉施設等と連携を図り、入所者の家族も含めて適正管理に向けた周知・

啓発を行います。 

○ 空家等所有者等への維持管理に係る文書の送付 

○ 施設入所者への空家等の適正管理等の指導助言 など 

 

③ 管理不全空家等や特定空家等の候補に対する適正管理及び除却の促進 

大規模な地震や台風が発生した際、老朽化した空家等が倒壊したり一部飛散し、周

辺に被害を及ぼしたり、火災や犯罪の原因になることがあります。 

このため、空家等の所有者等に適正な管理を促すとともに、管理不全な状態の空家

等の除却等を含めた啓発を進めます。 

 

２．空家等の利活用促進 

① 空家等の利活用に関する支援の周知・検討 

空家等の利活用促進に向けては、地域の課題に対し、関連まちづくり団体が必要と

する場や拠点として空家等を利活用しやすくする仕組みを検討します。 

 

② 空家等跡地の有効活用の促進 

地域との連携により、地域の安全・安心や地域コミュニティに貢献する取り組みを

検討します。 
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③ 空家等の利活用に関する専門的団体による相談窓口の仕組みづくり 

本町では、地域や様々な団体等との幅広い連携により、売却等に不安を抱えている

所有者等が安心して相談でき、その後の支援を受けながら手続き等を進めることがで

きる体制の構築を目指します。 

○ 空き家ネットワークみえと連携した空家等相談会の開催 など 

 

図 専門機関や民間団体との連携体制イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 空家等の利活用の取り組み事例等の情報提供 

快適に住み続けられる居住環境づくりを進めることが、空家等の発生抑制にもつな

がり、コミュニティの維持・活性化にもつながります。  

そこで、空家等の利活用による地域活動やまちづくりの取り組み事例について、情

報提供を行います。 

 

⑤ 空家等の利活用に係る国・県等の改修事業等の補助制度等の情報提供 

国・県をはじめ、公的団体等が実施する空家等の利活用に係る支援制度の情報を、

空家等の所有者等や利活用希望者等に広く情報提供し、空家等の取得及び利活用を促

進します。 

 

行政（町） 

-相談窓口- 
 

 
空 家 等 
所有者等 

連携 

 

地域による 

助け合い 

 

相談・対応 

情報提供 

連携 

 

専門的相談 

 

空き家ネ
ットワー
クみえ 

 
住民 
 ・地域 
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３．管理不全空家等の解消の促進 

(1) 管理不全空家等に対する基本的な姿勢 

そのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある管理不全空家等に関しては、軽度

の措置で済む段階で働きかけを行います。しかし、本町ではすでに「倒壊のおそれのあ

る状態の空家等」である特定空家等の候補が存在しており、早急な対策が必要となって

います。 

管理不全空家等に関しては「所有者等への啓発、注意喚起」と「特定空家等に関する

措置」による対策を図ります。 

 

(2) 管理不全空家等への措置 

① 所有者等への啓発、注意喚起 

空家等の所有者等への啓発、注意喚起や地域住民による空家等に対する活動を支援

します。 

○ 空家等の相談窓口への案内 

○ 適正管理の注意喚起 

 

② 空家等除却支援 

空家等の問題点として、老朽度が高いほど「解体費の支出が困難で解体できない」

所有者の割合が高くなり、このような空家等は、将来、周辺地域の生活環境に悪影響

を及ぼすことから、早急な改善が求められます。 

そのため、木造住宅耐震補強事業に基づく住宅除却事業活用による支援に努めます。 

 

③ 特定空家等に関する措置の執行 

空家等の所有者等への指導を行うとともに、生命、身体、財産、生活環境への影響

等、特に危険性が高く、特定空家等として認められる空家等については、空家等特措

法を適切に行使することで、地域住民の安全及び安心を確保します。 

○ 助言・指導及び勧告 

調査により、空家等が管理不全な状態又は管理不全な状態になるおそれがあると

認められれば、特定空家等に認定し、空家等の所有者に対し管理に必要な措置につ

いて、町が助言・指導または勧告をします。 

○ 命令 

勧告を行ったにもかかわらず、正当な理由がなく勧告に従わないときは 、予め意

見を述べる機会を与えた上で、期限を定め必要な改善を行うよう命令します。 

○ 措置の執行（代執行） 

措置命令を受けた者が、必要な措置を講じない場合、行政代執行を講じることが

あります。 
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図 特定空家等対策運用の流れ 
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注：図中の 法 は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(通称「特措法」)を示します。 
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現場確認・所有者調査（法第９・10・11条） 

改善されない場合 

情報提供・助言（法第12・13条） 

特定空家等に認定 

 

改善されない場合 

固定資産税等の住宅用地特例 

の対象から除外 

 

勧告の取り消し 

命令の取り消し 

 

 

改 善 

改善 

略式代執行（法第14条第10項） 

（所有者等を確
知できない場合） 
 

改 善 

改 善 

紀
北
町
空
家
等
対
策
協
議
会 

改 善 
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Ⅴ．計画の推進体制 

 

１．推進体制の整備 

 

空家等対策計画策定後、空家等に係る取り組みを進めるため、庁内において、空家等に

係る施策の方向を共有するため、庁内各課における空家等に係る取り組み方向は、次のと

おりとします。 

 

図 各課の取り組み方向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【危機管理課】 
 
〇空家等に関する総合的な

相談窓口 

〇空家等対策計画の策定及

び見直し 

〇空家等のデータベースの

維持管理 

〇特措法に基づく空家等に

関する調査 

〇空家等対策協議会の運営 

〇防災上対策が必要な空家

等に対する措置 

〇特定空家等に関する措置 

 

【企画課】 
 
〇空き家バンク制度の

運営（売買・賃貸の

相談・支援） 

〇移住促進のための空

き家リノベーション

支援 

【税務課】 
 
〇空家等に関する固定

資産税情報の提供 

〇特定空家等の固定資

産税等の住宅用地特

例の解除 

 

空家等情報 
 
関係課で把握したデータ

を情報共有し各課で必要

に応じて活用 

【環境管理課】 
 
〇衛生上対策が必要な

空家等の適正な管理

の促進 

【建設課】 
 
〇道路通行上対策が必

要な空家等に関する

措置 

〇紀北町木造住宅耐震

補強等事業費補助金

交付要綱に基づく基

準に該当した建築物

等の除却補助 

【商工観光課】 
 
〇関連まちづくり団体

に対する空家等の利

活用の相談窓口 

【その他関係各課】 

〇空家等の状況に応じて調整 

〇地域での空家等の利活用の支援及

び地域の空家等情報の把握協力 
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２．主体別の役割 

 

空家等対策における主体別の役割は、次のとおりです。 

 

(1) 所有者等の役割 

本来空家等は所有者等の財産であるものの、管理不全の状態が続けば防災、衛生、景

観等の面において、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすことになります。 

このことから、空家等特措法第３条に「周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、

空家等の適切な管理に努めるものとする」と規定されています。 

 

(2) 地域の役割 

良好な地域の生活環境を維持するために、地域内の空家等の情報提供等、空家等の発

生及びその放置による管理不全な空家等の発生の抑制に努め、町や所有者等と相互に連

携して、取り組むことが必要となります。 

 

(3) 事業者等の役割 

空家等の対策は住宅等の管理だけでなく、流通や地域環境など様々な課題が伴い、専

門的かつ幅広い分野での情報や知識、技術が必要となります。事業者等は、その専門的

な情報や知識、技術をもって、町や所有者等が行う空家等の対策について情報提供や技

術的な支援を行う等、積極的な協力が必要となります。 

 

(4) 町の役割 

相談体制や実施体制を関係団体等と連携して整備するとともに、町内における空家等

の実態把握とその所有者等の特定を行います。 

また、本計画の作成を行い、空家等に対する行政としての基本姿勢を示すとともに、

空家等に係る施策についても併せて検討し、加えて地域住民の生活環境に悪影響を及ぼ

している空家等については、必要な措置を講じます。 

なお、現行法制度で解決できないような事項が出てきた場合、必要に応じて県や国へ

解決に向けた要望を行います。 

 

(5) 県・国の役割 

国及び県は、空家等特措法第15条第１項に「国及び都道府県は、市町村が行う空家等

対策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関

する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政

上の措置を講ずるものとする。」と規定され、第２項に「国及び地方公共団体は、前項に

定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切か

つ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。」と

規定されています。 
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□紀北町空家等対策協議会設置要綱 

 

紀北町空家等対策協議会設置要綱 

 

(設置) 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)

第７条第１項の規定に基づき、紀北町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。 

(定義) 

第２条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。 

(所掌事務) 

第３条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。 

(１) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施のための検討・協議 

(２) 特定空家等に対する認定及び措置の方針 

(３) 空家及び特定空家等に関する必要な調査及び立入調査の方針 

(４) その他町長が必要と認める事項 

(組織) 

第４条 協議会委員は、10名以内とし、町長のほか、地域住民、法務、不動産、建築、福祉等

に関する学識経験者その他町長が必要と認める者をもって構成する。 

２ 委員は、町長が委嘱し、又は任命する 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任は妨げない。 

４ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(会長及び副会長) 

第５条 協議会に、会長及び副会長を各１人置き、会長は町長をもって充て、副会長は委員の

うちから会長が指名する。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第６条 協議会の会議は、会長が招集する。 

２ 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

４ 協議会は、必要に応じて、関係機関等の説明若しくは意見又は助言を求めることができる。 

(庶務) 

第７条 協議会の庶務は、危機管理課において処理する。 

(その他) 

第８条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の同意を経

て、会長が別に定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

１ この告示は、平成２９年７月１日から施行する。 

(任期の特例) 

２ この告示の施行後、最初に選任される委員の任期は、第４条第３項の規定にかかわらず、

平成３１年３月３１日までとする。 
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□紀北町空家等対策協議会委員名簿 

 

紀北町空家等対策協議会委員名簿 

 

任期 ２年間 

No 役職等 選出区分 所属団体等 備  考 

 1 会 長 町 長 紀北町  

 2 副会長 地域住民代表 
紀北町自治会連合会 

          会 長 
 

 3 委 員 学識経験者（法 務） 
津地方法務局 

    尾鷲出張所 職 員 
 

 4 委 員 学識経験者（不動産） 
三重県土地家屋調査士会 

    紀北支部 
 

 5 委 員 学識経験者（建 築） 
三重県建築士会 

    紀北支部   
 

 6 委 員 学識経験者（福 祉） 
紀北町民生・児童委員 

          会 長 
 

 7 委 員 学識経験者（福 祉） 
紀北町民生・児童委員 

    海山支部  副会長 
 

 8 委 員 学識経験者（法 務） 
三重県行政書士会 

    尾鷲支部 
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□空家等対策の推進に関する特別措置法 

 

平成二十六年法律第百二十七号 

   空家等対策の推進に関する特別措置法 

 

（目的） 

第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民

の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保

護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空

家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第十条第二

項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進す

るために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進

し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住

その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に

定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを

除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険と

なるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行わ

れていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図る

ために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

（空家等の所有者等の責務） 

第三条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪影

響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。 

（市町村の責務） 

第四条 市町村は、第六条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等

に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものと

する。 

（基本指針） 

第五条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施する

ための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 

三 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、

あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 
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（空家等対策計画） 

第六条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、

基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」という。）

を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に

関する対策に関する基本的な方針 

二 計画期間 

三 空家等の調査に関する事項 

四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の促進

に関する事項 

六 特定空家等に対する措置（第十四条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二

項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しくは第十項の規

定による代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する事項 

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表

しなければならない。 

４ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、情

報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

（協議会） 

第七条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協

議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の議

会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必

要と認める者をもって構成する。 

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

（都道府県による援助） 

第八条 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関しこ

の法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技術的

な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならない。 

（立入調査等） 

第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を

把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことが

できる。 

２ 市町村長は、第十四条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、当該

職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることがで

きる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所
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に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通

知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、

この限りでない。 

４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す

証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては

ならない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報

であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のため

に必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内

部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているものの

うち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する

目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関するもの

について、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のために必要

な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関

係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報

の提供を求めることができる。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第十一条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は

賃貸するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適

切に管理されているものに限る。）を除く。以下第十三条までにおいて同じ。）に関するデ

ータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずる

よう努めるものとする。 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対

し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第十三条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者

が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報の提供そ

の他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

（特定空家等に対する措置） 

第十四条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、

立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置すれば

倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのあ

る状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。）をとるよ

う助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等

の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予
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期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要

な措置をとることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措

置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の

猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命

じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び

提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意

見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長に対

し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項の措

置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなけ

ればならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定によっ

て命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前項に

規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証

拠を提出することができる。 

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜら

れた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期

限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三号）の

定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせるこ

とができる。 

10 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置

を命ぜられるべき者を確知することができないとき（過失がなくて第一項の助言若しくは

指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第三項に定める手

続により命令を行うことができないときを含む。）は、市町村長は、その者の負担において、

その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。こ

の場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその

措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行う

べき旨をあらかじめ公告しなければならない。 

11 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交

通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

12 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。こ

の場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げては

ならない。 

13 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章（第

十二条及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。 

14 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図る

ために必要な指針を定めることができる。 
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15 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省

令・総務省令で定める。 

（財政上の措置及び税制上の措置等） 

第十五条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の

適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、

地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基づ

く空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の

措置を講ずるものとする。 

（過料） 

第十六条 第十四条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の過

料に処する。 

２ 第九条第二項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の

過料に処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、公布

の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案

し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づい

て所要の措置を講ずるものとする。 
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